
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

各補助事業の実施の有無については、各施設にお問い合わせください。また補助の内容は 2024年度現在のものです。 

大阪市保育士・保育所等支援センターは、大阪市より受託し、運営しています。 

有給休暇も取

進

これでもっと 

丁寧に子どもと 

向き合えるわ～ 

６：１⇒５：１

さらに 
働きやすく 
なるらしいで！ 
えー！これ以上!? 



 

 
（保育料一部貸付事業・ 

子どもの預かり支援事業） 
 

大阪市内の保育所等に新たに直接雇用されて勤務す
る保育士又は産育休から復職した保育士が、その保育
士の子どもを保育所等へ預ける場合に、その保育料の
2分の 1（上限 27,000円）を勤務開始（復職）月から
1 年間貸付けます。※預かり支援事業を利用した場合
は利用料等の一部（年額上限 123,000 円を貸し付け）。
また、この制度を利用した保育士が、就職（復職）後
２年以上継続して保育に従事した場合には、この貸付
額は返還免除になります。 

 

（保育士就職支援事業） 

 
保育所等に新たに勤務する保育士を対象に、就職
準備金として４０万円を上限に貸付を行う制度
です。また、この制度を利用した保育士が就職後
２年以上継続して保育に従事した場合には、この
貸付額は返還免除になります。 

 

 
（潜在保育士等への 

就労奨励金交付事業） 
 

「大阪市保育士・保育所等支援センター」を通じ
て、大阪市内の民間保育施設に就職した保育士に奨
励金５万円を支給します。 

※条件等あり 

等で保育士として活躍していただけるよう、「保育
士・保育所等支援センター」を開設し、大阪市内の認

 

ている方は、ぜひ当センターをご利用ください。ご利用は無料です。大阪市外にお住まいの方もご利用い

●

 

各補助事業の実施の有無については、各施設にお問い合わせください。また補助の内容は 2024年度現在のものです。 

（保育士宿舎借上げ支援事業） 

 

保育所等に新たに就職した常勤保育士を対象に、
就職先の施設等が借り上げたマンション等を宿
舎として提供した場合に、その施設等に対して宿
舎の家賃の全額または一部を補助します。 

※ただし上限あり。 

 

（保育士定着支援事業） 
  
大阪市内の保育施設等に勤務する１～７年目、10年
目、15年目、20年目、25 年目の常勤・常勤並み保
育士に対し、一律 20 万円（短時間勤務保育士は一
律 10万円）を支給します。 
※同一法人内で大阪市内の対象施設への異動は通
算。大阪市外の施設や対象外の施設で勤務している
期間は除く。 

tel:06-4302-5624

